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独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

二

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
宇
宙
科
学
」
と
は
、
宇
宙
理
学
及
び
宇
宙
工
学
の
学
理
及
び
そ
の
応
用
を
、
「
基
盤
的
研
究
開

発
」
と
は
、
研
究
及
び
開
発
（
以
下
「
研
究
開
発
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
と

す
る
こ
と
と
と
も
に
、
「
人
工
衛
星
等
」
と
は
、
人
工
衛
星
（
地
球
を
回
る
軌
道
の
外
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
飛
し
ょ
う
体

及
び
天
体
上
に
置
か
れ
る
人
工
の
物
体
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
を
い
う
と
す
る
こ
と
。

１

科
学
技
術
に
関
す
る
共
通
的
な
研
究
開
発

２

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
で
あ
っ
て
、
国
の
試
験
研
究
機
関
又
は
研
究
開
発
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
重
複
し

て
設
置
す
る
こ
と
が
多
額
の
経
費
を
要
す
る
た
め
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
施
設
及
び
設
備
を
必
要
と
す
る
も
の
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３

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
で
あ
っ
て
、
多
数
部
門
の
協
力
を
要
す
る
総
合
的
な
も
の

三

名
称

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立

行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
と
す
る
こ
と
。

四

機
構
の
目
的

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
大
学
と
の
共
同
等
に
よ
る
宇
宙
科
学
に

関
す
る
学
術
研
究
、
宇
宙
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び
宇
宙
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の

開
発
、
打
上
げ
、
追
跡
及
び
運
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
業
務
を
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

行
う
と
と
も
に
、
航
空
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び
航
空
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す

る
業
務
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
大
学
等
に
お
け
る
学
術
研
究
の
発
展
、
宇
宙
科
学
技
術
及
び
航
空
科
学
技
術
の

水
準
の
向
上
並
び
に
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

五

事
務
所

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
こ
と
。
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六

資
本
金

機
構
の
資
本
金
は
、
附
則
の
規
定
に
よ
り
政
府
及
び
政
府
以
外
の
者
か
ら
の
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
合
計
額
と

す
る
と
と
も
に
、
機
構
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
資
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
政
府
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
及
び
土
地
又
は
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
定
着
物
を
出
資
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

七

出
資
証
券

機
構
は
、
出
資
に
対
し
、
出
資
証
券
を
発
行
し
、
出
資
証
券
は
記
名
式
と
す
る
こ
と
。

八

持
分
の
払
戻
し
等
の
禁
止

機
構
は
、
出
資
者
に
対
し
そ
の
持
分
を
払
い
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
出
資
者
の
持
分
を
取
得

し
、
又
は
質
権
の
目
的
と
し
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
。

第
二

役
員
等

一

役
員

機
構
に
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
役
員
と
し
て
、
副
理
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事
長
一
人
及
び
理
事
七
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

副
理
事
長
及
び
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等

１

副
理
事
長
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
を
代
表
し
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
機
構
の
業
務
を
掌
理
す

る
こ
と
。

２

理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
（
副
理
事
長
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
理
事
長
及
び
副
理

事
長
）
を
補
佐
し
て
機
構
の
業
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。

３

通
則
法
第
十
九
条
第
二
項
の
個
別
法
で
定
め
る
役
員
は
、
副
理
事
長
と
し
、
た
だ
し
、
副
理
事
長
が
置
か
れ
て
い
な

い
場
合
で
あ
っ
て
理
事
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
は
理
事
、
副
理
事
長
及
び
理
事
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
監
事
と
す

る
こ
と
。

４

副
理
事
長
及
び
理
事
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
通
則
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
の
職
務
を
代

理
し
又
は
そ
の
職
務
を
行
う
監
事
は
、
そ
の
間
、
監
事
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

三

役
員
の
任
命
の
際
の
宇
宙
開
発
委
員
会
の
同
意
等

１

文
部
科
学
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宇
宙
開
発
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委
員
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宇
宙
開
発
委

員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

四

役
員
の
任
期

１

理
事
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
そ
の
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
し
、
中
期
目
標
の
期
間
が
変

更
さ
れ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

２

副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
当
該
副
理
事
長
及
び
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
理
事

長
の
任
期
の
末
日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
理
事
長
の
任
期
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
副
理
事
長

又
は
理
事
の
任
期
の
末
日
が
理
事
長
の
任
期
の
末
日
後
と
な
る
と
き
は
、
当
該
副
理
事
長
又
は
理
事
の
任
期
は
、
変
更

後
の
理
事
長
の
任
期
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

３

監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
こ
と
。

五

役
員
の
欠
格
条
項
の
特
例

１

通
則
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
非
常
勤
の
理
事
又
は
監
事
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と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

通
則
法
第
二
十
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
物
品
の
製
造
若
し
く
は
販
売
又
は
工
事
の
請
負
を
業
と
す
る
者
で
あ

っ
て
機
構
と
取
引
上
密
接
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
等
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

機
構
の
理
事
長
、
副
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
解
任
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
所
要
の
読
替
え
を
行
う
こ
と
。

六

役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
ず
、
退
職
し
た
後
も
同
様
と
す
る
こ

と
。

七

役
員
及
び
職
員
の
地
位

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

す
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

業
務
等

一

業
務
の
範
囲
等
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１

機
構
は
、
第
一
の
四
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

大
学
と
の
共
同
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
宇
宙
科
学
に
関
す
る
学
術
研
究
を
行
う
こ
と
。

( )1

宇
宙
科
学
技
術
及
び
航
空
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
並
び
に
宇
宙
及
び
航
空
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
を

( )2
行
う
こ
と
。

人
工
衛
星
等
の
開
発
並
び
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発
を
行
う
こ
と
。

( )3

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
、
追
跡
及
び
運
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
を
行
う
こ
と
。

( )4

か
ら

ま
で
の
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

( )5

( )1

( )4

機
構
の
施
設
及
び
設
備
を
学
術
研
究
、
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
並
び
に
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
を
行
う
者

( )6
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

宇
宙
科
学
並
び
に
宇
宙
科
学
技
術
及
び
航
空
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
を
養
成
し
、
及
び
そ
の
資

( )7
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

大
学
の
要
請
に
応
じ
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
そ
の
他
そ
の
大
学
に
お
け
る
教
育
に
協
力
す
る
こ
と
。

( )8

か
ら

ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

( )9

( )1

( )8
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２

機
構
は
１
の

の
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に

（ ）4

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

宇
宙
開
発
に
関
す
る
長
期
的
な
計
画

主
務
大
臣
は
、
中
期
目
標
（
航
空
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び
航
空
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
等
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
開
発
委
員
会
の
議
決
を
経
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
宇
宙

開
発
に
関
す
る
長
期
的
な
計
画
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

学
術
研
究
の
特
性
へ
の
配
慮

文
部
科
学
大
臣
は
、
中
期
目
標
（
宇
宙
科
学
に
関
す
る
学
術
研
究
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
学
術
研
究
の
特
性
へ
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
係
る
保
険
契
約
の
締
結

機
構
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
他
人
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
担
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
ば
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。
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五

受
託
打
上
げ
に
関
す
る
特
約

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
受
託
打
上
げ
に
よ
り
受
託
打
上
げ
関
係
者
以
外
の
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合

に
お
け
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
特
約
を
打
上
げ
委
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

六

積
立
金
の
処
分

１

機
構
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

整
理
を
行
っ
た
後
、
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を

、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目

標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
１
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
及
び
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

機
構
は
、
１
の
積
立
金
の
額
か
ら
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

雑
則
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一

主
務
大
臣
の
要
求

１

主
務
大
臣
は
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
我
が
国
が
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

機
構
は
、
主
務
大
臣
か
ら
１
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

二

機
構
の
解
散
時
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配

機
構
は
、
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
を
弁
済
し
て
な
お
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
各
出
資
者
に

対
し
、
そ
の
出
資
額
を
限
度
と
し
て
分
配
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

主
務
大
臣
等

１

機
構
に
係
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

役
員
及
び
職
員
並
び
に
財
務
及
び
会
計
そ
の
他
管
理
業
務
（

以
外
の
も
の
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文

（ ）1

（ ）2

部
科
学
大
臣

資
本
金
の
増
加
及
び
積
立
金
の
処
分
並
び
に
通
則
法
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
八
条
（
機
構
の
業

（ ）2
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務
の
用
に
供
す
る
重
要
財
産
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
大
臣
及
び
総
務
大
臣

第
三
の
一
の
１
の
業
務
（

以
外
の
も
の
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

（ ）3

（ ）4

第
三
の
一
の
１
の
業
務
の
う
ち
、

及
び

（
宇
宙
科
学
に
関
す
る
学
術
研
究
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び

（ ）4

（ ）3

（ ）4

に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る

及
び

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
総
務
大
臣

（ ）5

（ ）6

２

総
務
大
臣
は
、
専
ら
１
の

の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
観
点
か
ら
、
１
の

の
認
可
又
は
承
認
を
行

（ ）4

（ ）2

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
省
は
文
部
科
学
省
と
し
、
主
務
省
令
は
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
へ
の
意
見
聴
取
等

通
則
法
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
四
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
（
三
の
１
の

の
業
務
の
用
に

（ ）4

供
す
る
重
要
な
財
産
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
三
の
１
の

の
業
務
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
三
項
、
第
二

（ ）4

十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
評
価

委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
評
価
委
員
会
及
び
総
務
省
の
評
価
委
員
会
」
と
す
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
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人
評
価
委
員
会
は
、
三
の
１
の

の
業
務
に
関
し
通
則
法
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
評
価
を
行
お
う

（ ）4

と
す
る
と
き
及
び
通
則
法
第
三
十
二
条
第
三
項
後
段
（
通
則
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
こ
と
。

五

財
務
大
臣
と
の
協
議

主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

資
本
金
の
増
加
及
び
機
構
が
受
託
打
上
げ
に
関
す
る
特
約
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

( )1

宇
宙
開
発
に
関
す
る
長
期
的
な
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

（ ）2

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
よ
り
他
人
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
を
定
め
よ

（ ）3
う
と
す
る
と
き
。

積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（ ）4

六

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
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規
定
す
る
職
員
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

罰
則

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

機
構
の
成
立
の
際
現
に
文
部
科
学
省
の
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
独
立
行
政
法
人
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
及
び
宇

宙
開
発
事
業
団
の
職
員
で
あ
る
も
の
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
機
構
の
成
立
の
日
に
お
い
て
、
機
構
の
職

員
と
な
る
も
の
と
す
る
等
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。

三

機
構
の
成
立
の
際
、
機
構
の
業
務
に
関
し
、
現
に
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
構

の
成
立
の
時
に
お
い
て
機
構
が
承
継
す
る
と
と
も
に
、
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
及
び
宇
宙
開
発
事
業
団
は
、
機
構
の
成
立

の
時
に
お
い
て
解
散
し
、
機
構
が
そ
の
業
務
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
以
外
の
資
産
と
し
て
国
が
承
継
す

る
も
の
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

機
構
が
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
そ
の
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係
る
土
地
等
の
価
額
の
合
計
額
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に
相
当
す
る
金
額
を
、
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
機
構
が
承
継
す
る
資
産
の
価
額

か
ら
負
債
の
金
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
政
府
か
ら
機
構
に
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
宇
宙
開
発
事
業
団
の

権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
国
及
び
機
構
が
承
継
す
る
事
業
団
に
属
す
る
資
産
の
価
額
の
合
計
額
か
ら
機
構
が

承
継
す
る
負
債
の
金
額
を
差
し
引
い
た
額
に
、
事
業
団
に
対
す
る
政
府
以
外
の
者
の
出
資
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
は

、
当
該
政
府
以
外
の
者
か
ら
、
機
構
が
承
継
す
る
事
業
団
に
属
す
る
資
産
の
価
額
か
ら
負
債
の
金
額
を
差
し
引
い
た
額
か

ら
、
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
額
を
差
し
引
い
た
額
は
、
政
府
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
機
構
に
出
資

さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
等
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


